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ートメントは、「青山学院教育方針」及び「青山学院大学の教育理念」に基づいて制定されている。本

研究科は、とくに、ミッション・スクールの使命である青山学院のキリスト教主義の教育理念に基づ

いて、高度専門職業人の「高い倫理観」の涵養と奉仕の精神をもつ「国際的視野を身につけた企業家

精神に富む人材」の育成にその整合性を求めている。 

 

 

1-11 事務組織 

 

 Ｂ群・大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 

 本研究科は、専門職大学院事務室と本研究科合同研究室のサポート体制を設けている。専門職大学

院事務室には専任職員８名とパートタイム職員２名の計10名の職員が学生への教務サービスを提供し

ている。また、合同研究室の学科嘱託職員２名とパートタイム職員２名の計４名の職員が学生教育支

援活動と学生教育助言活動を提供している。本研究科事務組織は、夜間や土曜日の授業の割合が多く、

通常の授業に加えて海外からの招聘教授による授業、産業界トップマネジメントによる特別講義など、

他の学部授業にはない多様な教員にも対応する必要がある。さらに、学生も社会人学生、外国人留学

生の割合が高く、事務組織に持ち込まれる相談も多岐にわたるため、よりきめ細かい誠実な対応が求

められている。とくに、外国人留学生の奨学金等の相談、社会人学生の人事異動などに伴う休学・復

学の対応などは本研究科では特に問題解決には時間を要することも多い。 

 また、 近はパソコンやインターネットを利用した授業や海外からの遠隔授業など技術的な支援が

必要な授業も増えており、適宜パートタイム職員を割り当ててその運用に当たっている。 

 

 

 Ｂ群・大学院に関わる予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

 

 予算編成及び折衝は、教授会ならびに執行委員会を補助する形で各種データの収集や資料準備、関

係部門との調整作業を行っている。 

 

 

 Ｂ群・大学院運営を経済面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 

 経営面における支援体制は、教授会ならびに執行委員会を補助する形で各種データの収集や資料準

備、関係部門との調整作業を行っている。とりわけ、入試及び入試説明会、ホームページなど広報宣

伝活動、在校生向けの就職情報の提供、在校生向けのオリエンテーションの実施、海外の大学を招聘

した東京セミナーの実施、中国の大学・産業界との交流を行う上海セミナーの実施など多くのイベン

トの企画・運営について事務組織が重要な役割を果たしている。今後多様化する学生に対応し、研究
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科のミッションを遂行する上でも事務組織の更なる充実が必要とされる。 

 

 

1-12 自己点検・評価 

 

 Ａ群・自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性 

 

 本研究科は、計画委員会を主体とした自己点検評価を設立以来毎年実施しており、現状分析報告書

を作成している。2005年度に作成した報告書の点検項目は以下の通りである。 

 「ミッションと教育目標」「財務戦略」「学生受け入れ」「職員組織と学生支援」「教員組織と研究教

育活動」「カリキュラム管理」「EMBAプログラム」「博士課程プログラム」「社会貢献活動」「産学連携活

動」「国際交流活動」 

 

 

 Ａ群・自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うための制度システム

の内容とその活動上の有効性 

 

 自己点検の結果に対する具体的対策案は、研究科長を議長とする計画委員会と教授会とによって行

われている。計画委員会は、研究科長、教務主任３名及び教授会代表委員３名の計７名により構成さ

れ、毎週水曜日に定期的に開催され教授会に付議する議題の整理を行っている。研究科所属の全専任

教員から構成される一般教授会は、月に１度、定期的に水曜日に開催され、研究科の管理運営にかか

わるすべての事項が報告または審議され、必要に応じて臨時委員会が設置されて問題解決案が作成さ

れ、教授会での審議を経て実行されている。 

 なお、「研究科の使命及び目的・教育目標」の項目で述べたように本研究科の博士課程（５年一貫制）

は2006年３月までの国際マネジメント専攻博士後期課程を再編成したものである。この一貫制博士課

程への組織変更とそれに伴うさまざまな改革は、継続して行われている自己点検の成果でもある。ま

た、前回の点検評価において指摘された課題である、１）専用の施設・設備の充実、２）事務組織の

改革及び充実、３）研究科の予算等運営、学生部・就職部関連の事柄への対応、委員会等への参加を

可能とする諸規則の改正、については、１）2003年より分散していた研究室、教室等の諸設備を５号

館に集結させた、２）専門職大学院事務室が同時期より設置され、専門スタッフがおかれた、３）予

算については実習演習費の使用細則の設置、プレイスメントセッションの実施とそれに伴う就職支援、

各種学内・研究科内委員会への対応の明確化と年頭での役割の任命、これらに関する教授会決定など

で対応している。今後一層の努力は必要であるが、十分に自己点検評価の趣旨をいかして、研究科の

運営の改善を行っていると考えている。 

 

 




